
【後発医薬品および一般名処方について】 

当院では、医療費の適正化および医薬品の安定供給確保の観点か

ら、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に配慮しています。 

また、医薬品の供給状況を踏まえ、有効成分名（一般名）による処

方を行う場合があります。 

一般名処方により特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、

同一成分を有する医薬品を選択することが可能となり、患者さんに

必要な医薬品を安定して提供することができます。 

なお、使用する医薬品の処方内容につきましては、患者さんの病状

や治療方針等を踏まえ、医師が総合的に判断しています。 

 


